
○
総
務
省
告
示
第
百
七
十
号

放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
九
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
基
幹
放
送
普
及
計
画
（
昭
和
六

十
三
年
郵
政
省
告
示
第
六
百
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

総
務
大
臣

山
本

早
苗

第
１
の
１

ア

後
段
並
び
に
イ

Ｄ
及
び

後
段
を
削
り
、
同
１

中
エ
を
オ
と
し
、
ウ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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(エ)
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衛
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精
細

度
テ

レ
ビ

ジ
ョ

ン
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送
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つ
い

て
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当
該

超
高

精
細

度
テ
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ジ
ョ

ン
放

送

（

、

衛
星

基
幹

放
送

試
験

局
を

用
い

て
行

わ
れ

る
試

験
放

送
を

除
く

）が
開

始
す

る
ま

で
の

間
に

将
来

の
実

用
化

に
資

。
、

す
る

た
め

放
送

衛
星

業
務

用
の

周
波

数
の

１
を

使
用

す
る

協
会

及
び

協
会

以
外

の
基

幹
放

送
事

業
者

に
よ

る
試

験
放

、

送

（衛
星

基
幹

放
送

試
験

局
を

用
い

て
行

わ
れ

る
も

の
に

限
る

）を
実

施
で

き
る

よ
う

に
す

る
こ

と
こ

の
場

合
に

。
。

お
い

て
当

該
試

験
放

送
に

つ
い

て
は

協
会

及
び

協
会

以
外

の
基

幹
放

送
事

業
者

の
２

者
に

よ
り

１
の

周
波

数
を

、
、

、

分
割

し
て

又
は

当
該

周
波

数
を

一
定

時
間

ず
つ

使
用

す
る

こ
と

と
し

１
日

当
た

り
の

放
送

時
間

は
そ

れ
ぞ

れ
1
2

、
、

、

時
間

以
内

（１
の

周
波

数
を

分
割

せ
ず

に
使

用
す

る
場

合
に

限
る

１
の

周
波

数
を

分
割

し
て

使
用

す
る

場
合

に
は

。
、



周
波

数
の

分
割

方
法

に
応

じ
て

こ
れ

に
相

当
す

る
割

合
と

な
る

時
間

以
内

）と
す

る
。

第
３
の
１

オ

を
削
る
。

(3)

(ウ)

第
３
の
２

ウ
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(3)

放
送

系
に

よ
り

放
送

を
す

る

基
幹

放
送

の
区

分
放

送
対

象
地

域
こ

と
の

で
き

る
放

送
番

組
の

数
の

目
標

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

全
国

4
3
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～6
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程

度

（注

）

(
注

)
１

の
周

波
数
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２

分
割
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３
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割
し

て
利

用
す

る
場

合
の

放
送

番
組

の
数
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だ

し
具

体
的

な
基

幹
放

。
、

送
の

業
務

の
認

定
に

当
た

っ
て

は
今

後
の

デ
ジ

タ
ル

技
術

の
進

展
及

び
当

該
放

送
に

お
け

る
必

要
な

音
声

品
、

質
画

像
品

質
等

を
勘

案
す
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こ

と
と

し
こ

れ
以

外
の

分
割

方
法
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る
利

用
を

妨
げ

る
も

の
で

は
な

い
、

、
。




